
議案第３９号 

幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規      

則 

 上記の議案を提出する。 

令和３年９月１６日 

         提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正す 

る規則 

（幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部改正） 

第１条 幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則（平成１２年板橋 

 区教育委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 

  別記第１号様式から別記第４号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第１号様式（第６条関係）
作成日： ページ

※社会保険適用職員については、長期掛金を厚生年金、短期掛金を健康保険、介護掛金を介護保険と読み替えるものとする。

地域手当 管理職手当
初任給
調整手当

住居手当

年分）

扶養手当

続柄 生年月日 扶手 税扶 税扶計氏　　　　　名 続柄 生年月日 扶手 税扶 氏　　　　　名

配
有

税
表

自　己　該　当 扶　養　情　報 障害情報
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特

別
特
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氏　　　　　名 続柄 生年月日 扶手 税扶
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郵便番号

計
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別
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他
勤
労

控
配

老
配

特
定

寡
婦

住宅取得控除

税　額　控　除
年税額 既徴収税額 過不足税額

個人年金支払額 旧長期支払額計

所　　得　　控　　除 課税給与
所得金額

年税額
(税額控除前)

小規模共済掛金 配偶者特別控除生命保険料 地震保険料

所　　得　　控　　除

社保・控除分 社保・申告分基_配_扶_障等

支払総額
（課税分）

給与所得
控除後の金額

所　　得　　控　　除

そ　の　他

計

月　日 区分 所得税 住民税

前　職　分

その他の
条例控除

福利控除 控除額計 差引支給額
時間外勤務時間数 60時間超過分

125 150 135 160

社　会　保　険　料

25 100 150 175 150 50

社会保険料 徴収済税額 備考

長期掛金 退職等年金短期掛金 福祉掛金 介護掛金 雇用保険 計
休日給
時間数

夜　勤
時間数

宿日直 減　額
時間数

支払額(課税)

全日 半日 給与支給分

計
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東京都板橋区長

職　員　番　号 氏　　　　　名 生年月日 性別 職　　層 職種職務 現在級号給及び発令年月日 採用年月日 異動

職 員 別 給 与 簿 （

月　日 区分 給　料

異動年月日 現　　　　所　　　　属



 

 

別記第２号様式（第８条関係） 
 

扶 養 親 族 届                

年  月  日提出  

（教育委員会） 

様 

所 属   

職  氏 名    

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第11条の規定による扶養手当の支給を受ける扶養

親族として、次のとおり届け出ます。 

（証明書     通添付） 

扶養親族の氏名 続柄 生年月日 
同居

別居
の別 

職 業 及 び 

年 収 

届出の事由

及び年月日 

※ 

扶養の終期 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第11条に規定する扶養

親族として認定する。 

 

 

 

 

      年  月  日 

職氏名           

  年  月  日受理 

  年 月 日から支給 

取 扱 者 等 確 認 欄 

課長 係長   

    

園長    

    

 （注）１ 添付する証明書は原則として官公署の発行するものとし、教育委員会は実情に応

じて証明書の発行者及び様式を指定することができる。 

    ２ 教育委員会は、扶養の事実について証明書の必要を認めないとき、又は証明書の

提出が届の提出時に間に合わないときは、教育委員会の責任においてこの届だけ認

定することができる。 

    ３ 職業及び年収欄には、勤労所得ばかりでなく、資産所得、事業所得、その他の収

入等もあれば、収入の種類ごとにその金額を記入すること。 

    ４ 届出の事由及び年月日欄には、扶養手当を受ける事実の生じた理由（例えば、婚

姻、出生、満60歳以上等）及び事実発生の年月日を記入すること。 

    ５ ※扶養の終期欄には、取扱者が記入すること。 



別記第３号様式（第８条関係） 
 

扶 養 親 族 異 動 届                

年  月  日提出  

（教育委員会） 

様 

所 属   

職  氏 名   

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第11条の規定による扶養手当の支給を受ける扶養

親族が異動したので、次のとおり届け出ます。 

（証明書     通添付） 

扶養親族の氏名 続柄 生年月日 
 同居 

別居 

職 業 及 び 

年 収 

異動の事由

及び年月日 

※ 

扶養の終期 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第11条に規定する扶養

親族が異動したことを認定する。 

 

 

 

 

      年  月  日 

職氏名           

  年  月  日受理 

  年 月 日から支給 

取 扱 者 等 確 認 欄 

課長 係長   

    

園長    

    

 （注）１ 添付する証明書は原則として官公署の発行するものとし、教育委員会は実情に応

じて証明書の発行者及び様式を指定することができる。 

    ２ 教育委員会は、扶養の事実について証明書の必要を認めないとき、又は証明書の

提出が届の提出時に間に合わないときは、教育委員会の責任においてこの届だけ認

定することができる。 

    ３ 職業及び年収欄には、勤労所得ばかりでなく、資産所得、事業所得、その他の収

入等もあれば、収入の種類ごとにその金額を記入すること。 

    ４ 異動の事由及び年月日欄には、扶養手当を受ける事実の生じた理由（例えば、婚

姻、出生、満60歳以上等）又は扶養手当を受ける事実のなくなった理由（例えば、

満22歳以上、離婚、死亡、就職等）を記入するとともに、これらの事実発生の年月

日を記入すること。 

    ５ ※扶養の終期欄には、取扱者が記入すること。 

 



 

 

別記第４号様式（第９条関係） 
 

給 与 減 額 免 除 申 請 書                

年  月  日提出  

（教育委員会） 

様 

所 属   

職  氏 名    

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第19条第１項の規定により、給与の減額の免除を

承認されるよう、次のとおり申請します。 

 給与の減額免除の承認を得ようとする日時及び理由 

日            時 理        由 

      月  日から   月  日まで   日間 

      月  日   時   分から 

             時   分まで 

             時間   分 

 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例第19条第１項及び幼稚

園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準

に関する規則別表第  号の規定に基づき給与の減額の免除

を承認する。 

 

      年  月  日 

職氏名           

  年  月  日受理 

取 扱 者 等 確 認 欄 

課長 係長   

    

園長    

    

 



 （幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一   

部改正） 

第２条 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規 

 則（平成１２年東京都板橋区教育委員会規則第５号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

  第４条を次のように改める。 

（週休日） 

第４条 板橋区教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、条例

第５条第２項の規定により週休日（教育委員会が別に指定する週休

日を除く。）を割り振ろうとするときは、庶務事務システム（職員

の勤務の状況等の管理に関する事務を電子計算組織により処理する

システムをいう。以下「システム」という。）に必要事項を入力す

ることにより行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、

任命権者が別に定める様式により行うことができる。 

  第５条第５項を次のように改める。 

５ 教育委員会は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更をす

るときは、システムに必要事項を入力することにより行うものとす

る。ただし、システムにより難い場合は、別記第２号様式により行

うことができる。 

第７条第１項を次のように改める。 

教育委員会は、職員に条例第１０条第１項に規定する勤務（以下

「超過勤務」という。）を命ずるときは、システムに必要事項を入力

することにより、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務

の状況を確認しなければならない。ただし、システムにより難い場合

は、別記第３号様式により、あらかじめ勤務することを命ずることが

できる。 

  第１０条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定による振替は、システムに必要事項を入力することに

より行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、別記第



２号様式により行うことができる。 

  第１１条第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定による代休日の指定は、システムに必要事項を入力す

ることにより行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、  

別記第２号様式により行うことができる。 

  別記第１号様式を次のように改める。 

第１号様式 削除 

  別記第２号様式中「命令権者印」を「命令権者確認欄」に、「職員

印」を「職員」に、「整理担当者印」を「整理担当者確認欄」に改め

る。 

  別記第３号様式中「命令権者欄」を「命令権者確認欄」に、「確認 

印」を「確認欄」に改める。 

  別記第４号様式から別記第７号様式までの様式中「印」を削る。 

  別記第７号様式の２から別記第１０号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第７号様式の２（第29条の３関係） 
 

 人
事
担
当 

指導室長 教職員係長 係  員 

所 
 

属 

園  長 教  頭 担 当 者 

短期の介護休暇に係る要介護者の状態等申出書 

年  月  日提出  

 （あて先）板橋区教育委員会 

所 属           

職務名           

氏 名        印  
(自署の場合は押印不要) 

１ 要介護者に関する事項 

 (１) 氏名 

 

 (２) 職員との続柄 

 

 (３) 職員との同居又は別居の別 

    □ 同居    □ 別居 

 

 (４) 介護が必要となった時期 

     年  月  日 

 

２ 要介護者の状態 

 

 

 

３ 介護その他の世話の内容 

 

 

 

４ 備考 

 

 

 注 ① 「１(４) 介護が必要となった時期」については、その時期が請求を行う時か

ら相当以前であること等により特定できない場合には、日又は月の記載を省略す

ることができる。 

   ② 「２ 要介護者の状態」には、職員が要介護者の介護をしなければならなくな

った状況及び介護が必要となる期間（回復の見込み）が明らかになるように具体

的に記入する。 

   ③ 職員との続柄及び同居、扶養、要介護状態の事実等、申出に係る事項について

確認する必要があるときは、証明書等の提出を求めることがある。 



様式第８号（第30条関係） 

介 護 休 暇 承 認 申 請 書                

所 属  職 層 名  氏 名 印  

（自署の場合は押印不要）   

 
 

要介護者

に関する

事項 

氏 名  同・別居 □同居   □別居 

続 柄  介護が必要となった時期 年   月   日 

年 齢    

要介護者の状況及び具体的な介護の内容 

 

 
 
 

指 定 期 間 等 の 申 請 ・ 指 定 

第１回 申請日（  年  月  日） 第２回 申請日（  年  月  日） 

申請の 

期 間 
承認権
者 印 

関 与 

者 印 
申  請 

者  印 
出勤簿
整理 

期間 申請の 

期 間 
承認権
者 印 

関 与 

者 印 
申  請 

者  印 
出勤簿
整理 

期間 

年  月 日 
 

から  
 

年  月 日 
 

まで  

    

 月 日 

年  月 日 
 

から  
 

年  月 日 
 

  まで  

    

 月 日 人 

事 

担 

当 
指 導
室 長 

教職員
係 長 係  員 

人 

事 

担 

当 

指 導
室 長 

教職員
係 長 係  員 

      

備考 備考 

第３回 申請日（  年  月  日） 延伸期間 申請日（  年  月  日） 

申請の 

期 間 
承認権
者 印 

関 与 

者 印 
申  請 

者  印 
出勤簿
整理 

期間 申請の 

期 間 
承認権
者 印 

関 与 

者 印 
申  請 

者  印 
出勤簿
整理 

期間 

年  月 日 
 

から  
 

年  月 日 
 

まで  

    

 月 日 

 

 

 

 

年  月 日  

 

から  
 

年  月 日 
 

  まで  

    

 月 日 人 

事 

担 

当 

指 導
室 長 

教職員
係 長 係  員 人 

事 

担 

当 

指 導
室 長 

教職員
係 長 係  員 

      

備考 備考 



 

指 定 期 間 等 の 延 長 ・ 短 縮 

第１回 申請日（  年  月  日） 第２回 申請日（  年  月  日） 

申請の 

期 間 
承認権
者 印 

関 与 

者 印 
申  請 

者  印 
出勤簿
整理 

延長・ 

短縮後 

の期間 

申請の 

期 間 
承認権
者 印 

関 与 

者 印 
申  請 

者  印 
出勤簿
整理 

延長・ 

短縮後 

の期間 

 

 

 

 

年  月 日  

 

から  
 

年  月 日 
 

  まで  

    

 月 日 

 

 

 

 

年  月 日  

 

から  
 

年  月 日 
 

  まで  

    

 月 日 人 

事 

担 

当 

指 導
室 長 

教職員
係 長 係  員 人 

事 
担 

当 

指 導
室 長 

教職員
係 長 係  員 

      

 

 

 

 

 

年  月 日  

 

から  
 

年  月 日 
 

  まで  

承認権
者 印 

関 与 

者 印 
申  請 

者  印 
出勤簿
整理 

延長・ 

短縮後 

の期間 

 

 

 

 

 

年  月 日  

 

から  
 

年  月 日 
 

  まで  

承認権
者 印 

承認権
者 印 

関 与 

者 印 
申  請 

者  印 

延長・ 

短縮後 

の期間 

    

 月 日 

    

 月 日 人 

事 

担 

当 

指 導
室 長 

教職員
係 長 

係  員 人 

事 

担 

当 

指 導
室 長 

教職員
係 長 

係  員 

      

備考 備考 

第３回 申請日（  年  月  日） 延伸期間 申請日（  年  月  日） 

申請の 

期 間 
承認権
者 印 

関 与 

者 印 
申  請 

者  印 
出勤簿
整理 

延長・ 

短縮後 

の期間 

申請の 

期 間 
承認権
者 印 

関 与 

者 印 
申  請 

者  印 
出勤簿
整理 

延長・ 

短縮後 

の期間 

 

 

 

年  月 日  

 

から  
 

年  月 日 
 

  まで  

    

 月 日 

 

 

 

年  月 日  

 

から  
 

年  月 日 
 

  まで  

    

 月 日 人 

事 

担 

当 

指 導
室 長 

教職員
係 長 係  員 人 

事 

担 

当 

指 導
室 長 

教職員
係 長 係  員 

      

 

 

 

 

 

年  月 日  

 

から  
 

年  月 日 
 

  まで  

承認権
者 印 

関 与 

者 印 
申  請 

者  印 
出勤簿
整理 

延長・ 

短縮後 

の期間 

 

 

 

 

 

年  月 日  

 

から  
 

年  月 日 
 

  まで 

承認権
者 印 

関 与 

者 印 
申  請 

者  印 
出勤簿
整理 

延長・ 

短縮後 

の期間 

    

 月 日 

    

 月 日 人 

事 

担 

当 

指 導
室 長 

教職員
係 長 係  員 人 

事 

担 

当 

指 導
室 長 

教職員
係 長 係  員 

      

備考 備考 

 



申 請 年 月 日 

請 求 期 間 及 び 利 用 形 態 

承認権

者 印 

関与者

印 

申 請 

者 印 

出 勤 簿 

整 理 

申 請 の 別     

年 月 日 

請求期間 

年 月 日から 

年 月 日まで 

請求日数 日 

    

□ 指定期間（第 回）内 

□ 延伸期間内 

□ 中 途 変 更 

    

人

事

担

当
 
 
 
 
 
 
 

指 導 

室 長 

教職員

係 長 
係 員 

利用形態 

□ 毎 日 

□ 毎 週 曜日 

□ その他（  ） 

□ 全 日 

□ 時間単位 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

   

（備 考） 

        

申 請 年 月 日 

請 求 期 間 及 び 利 用 形 態 

承認権

者 印 

関与者

印 

申 請 

者 印 

出 勤 簿 

整 理 

申 請 の 別     

年 月 日 

請求期間 

年 月 日から 

年 月 日まで 

請求日数 日 

    

□ 指定期間（第 回）内 

□ 延伸期間内 

□ 中 途 変 更 

    

人

事

担

当

 
 
 
 
 
 
 

指 導 

室 長 

教職員

係 長 
係 員 

利用形態 

□ 毎 日 

□ 毎 週 曜日 

□ その他（  ） 

□ 全 日 

□ 時間単位 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

   

（備 考） 
        

申 請 年 月 日 

請 求 期 間 及 び 利 用 形 態 

承認権

者 印 

関与者

印 

申 請 

者 印 

出 勤 簿 

整 理 

申 請 の 別     

年 月 日 

請求期間 

年 月 日から 

年 月 日まで 

請求日数 日 

    

□ 指定期間（第 回）内 

□ 延伸期間内 

□ 中 途 変 更 

    

人

事

担

当

 
 
 
 
 
 
 

指 導 

室 長 

教職員

係 長 
係 員 

利用形態 

□ 毎 日 

□ 毎 週 曜日 

□ その他（  ） 

□ 全 日 

□ 時間単位 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

   

（備 考） 

        

申 請 年 月 日 

請 求 期 間 及 び 利 用 形 態 

承認権

者 印 

関与者

印 

申 請 

者 印 

出 勤 簿 

整 理 

申 請 の 別     

年 月 日 

請求期間 

年 月 日から 

年 月 日まで 

請求日数 日 

    

□ 指定期間（第 回）内 

□ 延伸期間内 

□ 中 途 変 更 

    

人

事

担

当

 
 
 
 
 
 
 

指 導 

室 長 

教職員

係 長 
係 員 

利用形態 

□ 毎 日 

□ 毎 週 曜日 

□ その他（  ） 

□ 全 日 

□ 時間単位 

時 分～ 時 分 

時 分～ 時 分 

   

（備 考） 
        

 



第９号様式（第３０条関係） 

申 請 事 由 変 更 届                

  年  月  日   

 

 

（宛先）板橋区教育委員会 

 

所 属            

氏 名        印   

（自署の場合は押印不要）  

□介護休暇 

  次のとおり、         に係る申請事由に変更が生じたので届け出ます。 

         □介護時間 

  
１ 届出の事由 

   □ 要介護者が死亡した。 

   □ 要介護者が介護を要しない状態になった。 

 
（内容） 

   □ 要介護者との親族関係に変更があった。 

 
（内容） 

   □ その他 

 
（内容） 

 ２ 届出の事由が発生した日 

        年  月  日 

 

（人事担当処理欄） 
  

   
公印 

  ／ 

 
 

    

 



氏名
印

（ 自 署 の 場合 は押 印不 要）

関与者承認権者

□承認　

□不承認

□承認　

□承認　

□不承認

出勤簿

午後　　時　分～　時　分

年 月 日

年 月 日

年 月 日

□不承認

□承認　

□不承認

□承認　

□不承認年　　月　　日まで

年　　月　　日から

□その他（　　）

□毎日

□毎日

□その他（　　）

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

□その他（　　）

□毎日

年 月 日

申　請

年月日

年 月 日

年 月 日

年 月 日
□その他（　　）

□毎日

□その他（　　）

□毎日

承認の

可 否

決　　裁

□承認　

□不承認

□承認　

□不承認

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

年　　月　　日

氏　名

続　柄要介護者に関
する事項

請　求　の　期　間

年　　月　　日から

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日まで

整 理

備　　考

年　　月　　日まで

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

別記様式第10号（第30条の２関係）

介護時間承認申請書

職層名所属

同・別居 □同居　　□別居

連続する３年の期間

　年　　月　　日から　　年　　月　　日まで

介護が必要となった時期

年　　月　　日

□その他（　　）

□毎日

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

□その他（　　）

□毎日

要介護者の状態
及び具体的な介
護の内容

時　　間

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分



年　　月　　日まで □その他（　　） 午後　　時　分～　時　分 □不承認

□承認　

承認権者 関与者

年 月 日

年　　月　　日から □毎日 午前　　時　分～　時　分
年 月 日

□承認　

年　　月　　日まで □その他（　　） 午後　　時　分～　時　分 □不承認

年　　月　　日から □毎日 午前　　時　分～　時　分
年 月 日

□承認　

年　　月　　日まで □その他（　　） 午後　　時　分～　時　分 □不承認

年　　月　　日から □毎日 午前　　時　分～　時　分

年　　月　　日まで □その他（　　） 午後　　時　分～　時　分 □不承認

年　　月　　日から □毎日 午前　　時　分～　時　分
年 月 日

□承認　

年 月 日
□承認　

年　　月　　日まで □その他（　　） 午後　　時　分～　時　分 □不承認

年　　月　　日まで □その他（　　） 午後　　時　分～　時　分 □不承認

年　　月　　日から □毎日 午前　　時　分～　時　分
年 月 日

□承認　

年　　月　　日まで □その他（　　） 午後　　時　分～　時　分 □不承認

年　　月　　日から □毎日 午前　　時　分～　時　分

年　　月　　日から □毎日 午前　　時　分～　時　分
年 月 日

□承認　

年　　月　　日まで □その他（　　） 午後　　時　分～　時　分 □不承認

年　　月　　日から □毎日 午前　　時　分～　時　分
年 月 日

□承認　

年　　月　　日まで □その他（　　） 午後　　時　分～　時　分 □不承認

年　　月　　日から □毎日 午前　　時　分～　時　分
年 月 日

□承認　

年　　月　　日まで □その他（　　） 午後　　時　分～　時　分 □不承認

年　　月　　日から □毎日 午前　　時　分～　時　分
年 月 日

□承認　

年　　月　　日まで □その他（　　） 午後　　時　分～　時　分 □不承認

年　　月　　日から □毎日 午前　　時　分～　時　分
年 月 日

□承認　

年　　月　　日から □毎日 午前　　時　分～　時　分
年 月 日

□承認　

年　　月　　日まで □その他（　　） 午後　　時　分～　時　分 □不承認

年　　月　　日から □毎日 午前　　時　分～　時　分
年 月 日

□承認　

年　　月　　日まで □その他（　　） 午後　　時　分～　時　分 □不承認

出勤簿

年　　月　　日 時　　間 年月日 可 否 整 理

決　　裁

備　　考請　求　の　期　間 申　請 承認の



管 理
関与者

決　　裁
備　　　　　　　考

承認権者

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から 午前　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

年　　月　　日まで

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

年　　月　　日から 午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分年　　月　　日まで

年　　月　　日から

出勤簿

時　　間

午前　　時　分～　時　分

午後　　時　分～　時　分

年　　月　　日　　

休暇の取消し等の期間

年　　月　　日まで



（幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の一部改正） 

 第３条 幼稚園教育職員の住居手当に関する規則（平成１２年東京都板

橋区教育委員会規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

   別記様式中「印」を削る。 

   付 則 

 １ この規則は、令和３年１０月１日から施行する。 

 ２ この規則の施行の際、この規則による改正前の幼稚園教育職員の給 

与に関する条例施行規則、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例施行規則及び幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の

様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使

用することができる。 

   

 （提案理由） 

  人事庶務事務システムの更新及び押印廃止に伴い、所要の規定整備を

行う必要があるため。 
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幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

別記第１号様式（第６条関係） 別記第１号様式（第６条関係） 
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改正後 改正前 

別記第２号様式（第８条関係） 別記第２号様式（第８条関係） 

  



3/4 

改正後 改正前 

別記第３号様式（第８条関係） 別記第３号様式（第８条関係） 

  



4/4 

改正後 改正前 

別記第４号様式（第９条関係） 別記第４号様式（第９条関係） 

  
 



1/18 

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

（週休日） （週休日） 

第４条 板橋区教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、条例第５条

第２項の規定により週休日（教育委員会が別に指定する週休日を除く。）

を割り振ろうとするときは、庶務事務システム（職員の勤務の状況等の管

理に関する事務を電子計算組織により処理するシステムをいう。以下「シ

ステム」という。）に必要事項を入力することにより行うものとする。た

だし、システムにより難い場合は、 任命権者が別に定める様式により行

うことができる。 

第４条 板橋区教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、条例第５条

第２項の規定により週休日（教育委員会が別に指定する週休日を除く。）

を割り振ろうとするときは、別記第１号様式              

                                   

                     により行うものとする。た

だし、  これにより難い場合は、教育委員会が別に定める様式により行

うことができる。 

（週休日の振替等） （週休日の振替等） 

第５条 条例第６条第１項の教育委員会規則で定める期間は、当該週休日の

属する週とする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日

を起算日とする４週間前の日から当該週休日を起算日とする８週間後の日

までの期間とする。 

第５条 条例第６条第１項の教育委員会規則で定める期間は、当該週休日の

属する週とする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日

を起算日とする４週間前の日から当該週休日を起算日とする８週間後の日

までの期間とする。 

５ 教育委員会は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更をするとき

は、システムに必要事項を入力することにより行うものとする。ただし、

システムにより難い場合は、別記第２号様式により行うことができる。 

５ 教育委員会は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更をするとき

は、別記第２号様式により行うものとする。 

（超過勤務） （超過勤務） 

第７条 教育委員会は、職員に条例第10条第１項に規定する勤務（以下「超

過勤務」という。）を命ずるときは、システムに必要事項を入力すること

により、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認

しなければならない。ただし、システムにより難い場合は、別記第３号様

式により、あらかじめ勤務することを命ずることができる。 

第７条 教育委員会は、職員に条例第10条第１項に規定する勤務（以下「超

過勤務」という。）を命ずるときは、別記第３号様式により、あらかじめ

勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。 

（休日） （休日） 

第10条 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号。以下「祝日法」と

いう。）に規定する休日が週休日に当たる場合においては、条例第13条の

規定による当該休日は当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られて

第10条 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号。以下「祝日法」と

いう。）に規定する休日が週休日に当たる場合においては、条例第13条の

規定による当該休日は当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られて



2/18 

改正後 改正前 

いる日（その日が休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務時間が

割り振られている日。その日がさらに休日に当たるときも同様とする。）

とする。ただし、祝日法第３条第２項に規定する休日が週休日に当たると

きは、当該週休日の前日（この日がさらに週休日に当たるときは本文の規

定により定める日）とする。 

いる日（その日が休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務時間が

割り振られている日。その日がさらに休日に当たるときも同様とする。）

とする。ただし、祝日法第３条第２項に規定する休日が週休日に当たると

きは、当該週休日の前日（この日がさらに週休日に当たるときは本文の規

定により定める日）とする。 

２ 前項の規定による振替 は、システムに必要事項を入力することにより

行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、別記第２号様式に

より行うことができる。 

２ 前項の規定による振替えは、別記第２号様式により行うものとする。 

（代休日の指定） （代休日の指定） 

第11条 条例第14条第１項の規定による代休日は、勤務することを命じた休

日を起算日とする４週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算

日とする８週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務するこ

とを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなけれ

ばならない。 

第11条 条例第14条第１項の規定による代休日は、勤務することを命じた休

日を起算日とする４週間前の日から当該勤務することを命じた休日を起算

日とする８週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に勤務するこ

とを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による代休日の指定は、システムに必要事項を入力すること

により行うものとする。ただし、システムにより難い場合は、別記第２号

様式により行うことができる。 

２ 前項の規定による代休日の指定は、別記第２号様式により行うものとす

る。 
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改正後 改正前 

別記第１号様式（第４条関係） 別記第１号様式（第４条関係） 

（削除） 



4/18 

 



5/18 

改正後 改正前 

第２号様式（第５条、第10条、第11条関係） 第２号様式（第５条、第10条、第11条関係） 

  



6/18 

改正後 改正前 

第３号様式（第７条、第９条関係） 第３号様式（第７条、第９条関係） 

 



7/18 

改正後 改正前 

  

  



8/18 

改正後 改正前 

第４号様式（第８条、第８条の２関係） 第４号様式（第８条、第８条の２関係） 

  



9/18 

改正後 改正前 

第５号様式（第８条、第８条の２関係） 第５号様式（第８条、第８条の２関係） 

  



10/18 

改正後 改正前 

第６号様式（第28条関係） 第６号様式（第28条関係） 

  



11/18 

改正後 改正前 

第７号様式（第28条関係） 第７号様式（第28条関係） 

  



12/18 

改正後 改正前 

第７号様式の２（第29条の３関係） 第７号様式の２（第29条の３関係） 

 
 

 



13/18 

改正後 改正前 

様式第８号（第30条関係） 様式第８号（第30条関係） 

 



14/18 

改正後 改正前 



15/18 

改正後 改正前 

 



16/18 

改正後 改正前 

第９号様式（第30条関係） 第９号様式（第30条関係） 

  



17/18 

改正後 改正前 

第10号様式（第30条の２関係） 第10号様式（第30条の２関係） 

 



18/18 

改正後 改正前 

 
 

 



1/1 

幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

別記様式（第３条関係） 別記様式（第３条関係） 

 

 
 


